
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度（
４
）

　
こ
れ
ま
で
３
回
に
わ
た
り
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
て

き
ま
し
た
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
社
会
保

障
、
税
、
災
害
対
策
の
分
野
で
個
人

情
報
を
活
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
と
説
明
し
ま
し
た
が
、
今
年
９
月

に
、
改
正
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
が
成
立

し
、
預
貯
金
口
座
や
医
療
等
の
分
野

に
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
利
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
ほ
か
、
個
人
情
報
保

護
法
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
今
回
は
改
正
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
の
内
容
を
中
心
に
説
明
し
ま

す
。

預
貯
金
口
座
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利

用
（
登
録
）

　
今
回
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
改
正
に

よ
り
、
ペ
イ
オ
フ
の
た
め
の
預
貯
金

額
の
合
算
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
利
用
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
金
融
機
関
に
対
す
る
社
会

保
障
制
度
に
お
け
る
資
力
調
査
や
税

務
調
査
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
付
さ
れ

た
預
金
情
報
を
効
率
的
に
利
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
の
資
産
を
正

確
に
把
握
で
き
、
脱
税
や
生
活
保

護
・
年
金
な
ど
の
不
正
受
給
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
預
貯
金
口
座
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
利
用
（
登
録
）
は
平
成
30
年
か
ら

の
予
定
で
す
。
当
初
は
預
金
者
の
任

意
（
自
由
）
で
す
が
、
政
府
は
、
平

成
33
年
以
降
、
義
務
化
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

医
療
等
の
分
野
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
利
用
範
囲
の
拡
充
等

　
今
回
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
改
正
に

よ
り
、
健
康
保
険
組
合
な
ど
が
行
う

被
保
険
者
の
特
定
健
診
（
メ
タ
ボ
健

診
）
の
情
報
管
理
等
に
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
予
防
接
種
履
歴
に
つ
い
て

も
、
地
方
公
共
団
体
間
で
の
情
報
提

供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し

た
情
報
連
携
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
転
居
者
等
の
特
定

健
診
に
関
す
る
情
報
や
予
防
接
種
履

歴
を
異
動
先
に
円
滑
に
引
き
継
ぐ
こ

と
が
で
き
、
効
果
的
な
保
険
事
業
の

推
進
、
予
防
接
種
の
有
効
性
・
安
全

性
の
確
保
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
法
の
改
正

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
改
正
と
合
わ

せ
て
、
個
人
情
報
保
護
法
も
改
正
さ

れ
、
個
人
情
報
の
保
護
と
有
用
性
の

確
保
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
主
な
改
正
点
は
以
下
の
通

り
で
す
。

①
個
人
情
報
の
定
義
の
明
確
化

②�

匿
名
加
工
情
報
（
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
加
工
し
た
情
報
で
、
個
人
情
報

を
復
元
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
も

の
）
の
加
工
方
法
や
取
り
扱
い
等

に
関
す
る
規
定
の
整
備

③�
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
（
追
跡
可
能

性
）
の
確
保
や
個
人
情
報
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
提
供
罪
の
新
設

④
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
新
設

　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
現
行

の
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
を
改

組
し
て
設
置
さ
れ
る
委
員
会
で
、
個

人
情
報
の
取
り
扱
い
の
監
視
・
監
督

権
限
を
有
す
る
第
三
者
機
関
で
す
。

　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る
事
務
は
引
き
続

き
実
施
し
つ
つ
、
新
た
に
個
人
情
報

全
般
の
適
正
な
取
り
扱
い
の
確
保
に

関
す
る
業
務
も
担
当
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
な
お
、
今
回
の
法
改
正
に
対
し
て

は
、
国
の
監
視
が
強
ま
り
、
国
民
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
と
の

不
安
や
、
国
や
企
業
か
ら
個
人
情
報

が
流
出
す
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
企
業
と
し
て
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

や
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
は
十
分

留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

田
中
伸（
山

下
江
法
律

事
務
所
、

副
所
長
・

弁
護
士
）

広
島
県
三
原
市
出
身
。
広
島
大
学
附

属
福
山
高
校
、
一
橋
大
学
法
学
部
卒

業
。
平
成
９
年
司
法
試
験
合
格
。
平

成
12
年
４
月
広
島
弁
護
士
会
入
会
。

平
成
23
年
度
広
島
弁
護
士
会
副
会
長
。

【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
交
通
事
故
被

害
（
損
害
賠
償
請
求
）。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

山
下
江
法
律
事
務
所
の
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